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暮らしの情報
6月1日～7日は水道週間  平成30年度スローガン『水道水  安全  おいしい  金メダル』
今一度、水道のかけがえのなさについて1人ひとりが考えてみませんか　▶問合せ　水道課　☎22-3652

この有料広告の収入で、まちづくり団体に助成しています。

鈴木積穗さんが新たな人権擁
護委員として法務大臣から委嘱
されました。
任期は４月１日から３年間です。
人権問題でお困りのときは、人
権相談所又は市内居住の人権
擁護委員までご相談ください。
相談は無料で、秘密は固く守ら
れます。

【人権相談所】
水戸地方法務局日立支局内　☎0294-21-2253
開設日　毎週火、木曜日　午前９時～午後３時

【人権擁護委員】
鈴木　充弘さん（安良川）　石井　和枝さん（秋山）
蛭田　隆久さん（上手綱）　伊藤　千珠さん（大和町）

人権擁護委員が選任されました

鈴木　積穗さん
（下君田）

すずき つみほ 　このたび、教育長を拝命いたしました大内富夫

と申します。市内の小中学校の教員として約20年

間、勤務させていただきました。また、東南アジア

やアメリカにある日本人のための在外教育施設で

の教育にも９年間携わり、それらの国の教育事情

について研修をする機会にも恵まれました。これ

らの経験を生かし、文部科学省の示す新しい学力

観を核として、高萩の子供たち（萩っ子）の健全な

育成のために全力を尽くしていきます。

教育長就任の
ごあいさつ

有料広告

　児童扶養手当の額が平成30年４月分（８月支給分：4月分～７月分）から改定になりました。
　これは、物価の変動等に応じて毎年額が改定されます（物価スライド制）。1月に公表された平成29年の全国消費
者物価指数を基に改定されるものであります。その結果、平成３０年度の児童扶養手当額は、引き上げとなりました。

『児童扶養手当』の手当額が変わりました
■問合せ　子育て支援課　☎23-2129

改定前
（平成30年3月分まで）

児童１人目
全部支給(月額)

一部支給(月額)

42,290円

42,280円～9,980円

42,500円

42,490円～10,030円
（所得に応じて決定されます）

全部支給(月額)

一部支給(月額)

9,990円

9,980円～5,000円

10,040円

10,030円～5,020円
（所得に応じて決定されます）

全部支給(月額)

一部支給(月額)

5,990円

5,980～3,000円

6,020円

6,010円～3,010円
（所得に応じて決定されます）

児童２人目

児童３人目

改定後
（平成30年4月分から）

ありがとうございました

＜金員預託＞
高萩山草会 　8,880 円
匿名 9 名　 37,799 円
＜物品預託＞
使用済み切手・テレカ、ペットボトル
キャップ、プルタブ収集にご協力いた
だきまして、ありがとうございました。

～社会福祉協議会へ～


